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【事例の内容】
「セフゾンカプセル１００ｍｇ、１日量３カプセル、分３×３日分、毎食後服用」で処方箋が発行された。
薬剤服用歴簿の記録より、他の医療機関より「フェロミア錠５０ｍｇ、１日量２錠、分２×５６日分、朝
夕食後服用」が継続処方されており、セフゾンカプセル１００ｍｇとの相互作用が疑われた。患者の話で
は、医師にはフェロミア錠５０ｍｇを服用中であることは伝えており、処方医師より同時に服用して問題
ないと説明を受けたとの申し出があった。服用時点の変更も考慮したが、患者の生活のリズム（仕事の途
中に服用するよりも食後の服用の方がアドヒアランスが高まる）より薬剤を変更することが望ましいと判
断した。処方医にセフゾンカプセル１００ｍｇと鉄剤の併用により、吸収が１０分の１以下に低下する報
告があるため、他のセフェム系抗生物質に変更できないか、疑義照会により提案を行った。「メイアクト
ＭＳ錠１００ｍｇ、１日量３錠、分３×３日分、毎食後服用」に変更となった。

【背景・要因】
処方医師に併用薬の報告を患者が行っていたとしても、医師が相互作用に関する情報を全て理解している
とは限らない。薬剤師が判断して疑義があれば、必ず疑義照会を行い、疑義が解消された上で調剤を行う
必要があった。

【薬局が考えた改善策】
処方された医薬品を調剤することに対して、薬剤師として治療の結果に責任を持つ姿勢が大切だと考える。
他の医療機関における服用歴も確認の上、治療結果に対して起こりうる問題点があれば、薬剤師として必
ず処方医師に情報提供を行った上で適切な処方内容となるように行動を起こす必要がある。

〔疑義照会〕薬剤変更に関する事例

● 医薬品の相互作用による事故防止は、薬歴を管理する薬剤師の責務である。
● セフゾンカプセルとフェロミア錠の併用で、セフジニルの吸収が約１０分の１まで阻害される旨などが、そ
れぞれの添付文書に記載されている。

● この事例は、薬剤師が医薬品の相互作用と患者の生活リズムなどを確認し、治療と服薬効果などの総合的判
断に基づく提案を医師に行い、医師がそれに同意して処方変更が行われた事例である。

● 薬剤師が薬の特性や患者の意見を把握し、最適な薬物療法を行うために、医療チームの中での薬剤コーディ
ネーターとなることは有意義である。

● 薬剤師の疑義照会は、事故防止のみに留まらず、最適な医療が行われるためのツールとしても活用すべきで
ある。
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